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諮問庁：外務大臣 

諮問日：平成２９年９月１４日（平成２９年（行情）諮問第３６９号） 

答申日：平成３０年１１月１２日（平成３０年度（行情）答申第３１１号） 

事件名：「日米行政協定第１７条（刑事裁判権）改正交渉に係る資料の公開に

ついて」等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

次に掲げる２文書（以下「本件対象文書」という。）につき，その一

部を不開示とした決定について，審査請求人が開示すべきとし，諮問庁が

なお不開示とすべきとしている部分については，別紙に掲げる部分を開示

すべきである。 

文書１３ 日米行政協定第１７条（刑事裁判権）改正交渉に係る資料の

公開について（平成２３年７月２６日） 

文書１６ 米軍人等に対する刑事裁判権放棄に係る「密約」問題（１９

５３年の日米行政協定改正交渉関係資料の公開：法務省との意

見交換）（平成２２年９月６日） 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年５月１２日付け情報公開第

００３３６号により外務大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，文書１３及

び文書１６（本件対象文書）の不開示決定の取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）外務省は，本件対象文書の一部について，「公にしないことを前提と

したわが国政府部内の協議の内容に関する記述であって，公にすること

により，国の安全が害されるおそれ，米国等との信頼関係を損なうおそ

れ，又は他国との交渉上不利益を被るおそれがあるとともに，政府部内

の率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがある」として，法５条

３号及び５号の規定に基づいて不開示と決定した。 

（２）しかし，法は「国民主権の理念にのっとり，行政文書の開示を請求す

る権利につき定めること等により，行政機関の保有する情報の一層の公

開を図り，もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全う

されるようにするとともに，国民の的確な理解と批判の下にある公正で

民主的な行政の推進に資する」（１条）ことを目的にしており，行政機
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関の長は開示請求者に対し，原則として当該行政文書を開示しなければ

ならないと定めている（５条）。 

（３）審査請求人は，外務省が平成２３年８月に行った「１９５３年の日米

行政協定第１７条改正交渉に係る外交記録及び関連資料の公表」の意思

決定に至る過程を検証したいと考え，本件に係る開示請求を行った。そ

して，本件対象文書の不開示部分は，本件対象文書の性格から推察する

に，公にしたとしても，国の安全が害されるおそれ，米国等との信頼関

係を損なうおそれ，他国との交渉上不利益を被るおそれ，政府部内の率

直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるとまではいえず，法５

条３号及び５号の規定には該当しない可能性が高いと考えている。よっ

て，本件対象文書の不開示部分の決定を取り消し，開示するよう求める

ものである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

外務省は，平成２９年１月１６日付けで審査請求人から受理した開示請

求「平成２３年８月に外務省が行った『１９５３年の日米行政協定第１７

条改正交渉に係る外交記録及び関連資料の公表』に係って，政府内での検

討および米側との協議の過程で作成・取得した文書全て（外務省のホーム

ページで公表されている文書は除く）」に対し，１９件の文書を特定し，

一部の文書を部分開示とする原処分を行った（平成２９年５月１２日付け

情報公開第００３３６号）。 

これに対し，審査請求人は，平成２９年６月１２日付けで，部分開示と

された「日米行政協定第１７条（刑事裁判権）改正交渉に係る資料の公開

について（平成２３年７月２６日）」（文書１３）及び「米軍人等に対す

る刑事裁判権放棄に係る『密約』問題（１９５３年の日米行政協定改正交

渉関係資料の公開：法務省との意見交換）（平成２２年９月６日）」（文

書１６）に係る同決定を取り消し，不開示部分の開示を求めて，本件審査

請求を行った。 

２ 本件対象文書について 

文書１３は，日米行政協定１７条（刑事裁判権）改正交渉に係る資料の

公開の経緯に関する文書，文書１６は，１９５３年の日米行政協定改正交

渉の公開に向けて，法務省と協議した際の記録及び関連資料である。 

３ 本件対象文書を不開示とした理由について 

（１）文書１３ 

３頁目の１１行目から１４行目，１５行目の３文字目から２０文字

目，１７行目の３２文字目から３５文字目及び１８行目の１文字目から

５文字目については，日米行政協定１７条（刑事裁判権）改正交渉に係

る資料の公開に当たって，日米合同委員会におけるやり取りを念頭に，
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政府部内での率直な意見交換の内容が記述され，政府部内でやり取りを

公表しないことを前提に当時調整途上にあった内容が含まれている。ま

た，２２行目の２３文字目から３６文字目及び２３行目の１文字目から

７文字目，２３行目の１３文字目から２１文字目，２４行目の３４文字

目から３７文字目及び２５行目の１文字目から３文字目については，米

側との率直な意見交換による調整過程及び調整ルートがつぶさに記述さ

れている。平成２３年に関連文書を公開した際は，複雑な国内及び対米

調整過程を経て，日米合同委員会において日米双方の確認を得た上で，

各種文書や合同委員会における日米双方の発言の公表に至ったものであ

るが，同調整過程までをもつぶさに公表することを前提として調整がな

されたものではない。 

日米合同委員会では，その内容が公表されないことを前提に，日米地

位協定の実施に関し協議を必要とする全ての事項に関して忌憚ない協議

や意見交換を行っているが，かかる協議によって，在日米軍施設・区域

をめぐる諸問題に日米両政府が迅速かつ効果的に対応することが可能と

なっており，米軍の我が国における安定的駐留と円滑な活動を確保する

上で極めて重要な要素となっていることを踏まえれば，かかる内容を公

にすることにより，米国との信頼関係が損なわれるほか，政府内での調

整過程を明らかにすることにより，今後，我が国が対米交渉や国内調整

を行う上で支障を来すおそれがあることから，法５条３号及び５号に該

当し，引き続き不開示とすることが適当である。 

６頁目は警察庁の前身である国家地方警察本部の刑事事件に関する資

料であり，個人の氏名，住所及び年齢は，個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものであり，公にすることにより，

個人の権利利益を害するおそれがあることから，法５条１号に該当し，

不開示を維持することが妥当である。 

同文書のその余の不開示部分については，法５条３号又は５号に該当

するとして不開示としたが，改めて精査した結果，開示可能な情報と認

められることから，開示することとする。 

（２）文書１６ 

同文書の不開示箇所は，１９５３年の日米行政協定改正交渉関係資料

の公開に向けて，法務省との間で必要な対応ぶりを検討するに当たり，

米国政府の姿勢について評価した上で，今後の米国政府との交渉方針及

び政府部内での調整方針等について協議した際の記録である。かかる公

にしないことを前提とした，個人的な認識も交えた率直な意見交換の内

容が公開されることとなれば，今後，関係省庁との間の円滑な政策調整

が阻害されるとともに，米国との信頼関係を損ない，在日米軍の安定的

な駐留に支障を来し，国の安全に悪影響を及ぼすおそれがあることか
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ら，法５条３号及び５号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

４ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，文書１３及び文書１６に関し，「文書の性格から推察す

るに，公にしたとしても，国の安全が害されるおそれ，米国等との信頼関

係を損なうおそれ，他国との交渉上の不利益を被るおそれ，政府部内の率

直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるとまではいえず，」法５

条３号及び５号には該当しないことから，当該文書に係る原決定を取り消

し，開示すべき旨主張する。 

しかしながら，上記３のとおり，外務省は法５条各号に照らして文書を

慎重に審査しており，審査請求人の主張には理由がない。 

５ 結論 

上記の論拠に基づき，文書１３については一部追加開示とした上で，そ

の余については原決定を維持することが適当であると判断する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年９月１４日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年１０月１０日    審議 

   ④ 平成３０年１０月１５日 本件対象文書の見分及び審議 

   ⑤ 同年１１月８日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

本件対象文書は，文書１３及び文書１６である。 

審査請求人は，本件対象文書の不開示部分の開示を求める旨主張する

が，審査請求の理由に鑑みれば，具体的には本件対象文書のうち，法５条

３号及び５号該当により不開示とした部分の開示を求めるものと解され

る。 

諮問庁は，当該不開示部分のうち，上記第３の３（１）において開示す

るとした部分を除く部分（以下「本件不開示部分」という。）については

法５条３号及び５号に該当し，なお不開示とすべきとしていることから，

以下，本件対象文書の見分結果に基づき，本件不開示部分の不開示情報該

当性について検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）法５条３号該当性について 

本件不開示部分のうち，文書１３の３枚目１７行目，１８行目及び２

２行目ないし２５行目並びに文書１６の１枚目本文下から１行目及び２

枚目１行目ないし１７行目の不開示部分には，日米行政協定１７条改正

交渉に係る資料の公開に至るまでの日米間の調整過程及び日本側の交渉
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方針等が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，米国との間で公表すること

が前提とされていない日米間の協議の途中経過や当該協議に関連する日

本側の交渉方針等が明らかとなる結果，米国との信頼関係が損なわれる

おそれ及び将来の米国との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関

の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３

号に該当し，同条５号について判断するまでもなく，不開示とすること

が妥当である。 

（２）法５条５号該当性について 

本件不開示部分のうち，上記（１）及び別紙に掲げる部分を除く不

開示部分には，日米行政協定１７条改正交渉に係る資料の公開に至るま

での日本政府部内での協議・検討の過程及びその内容が記載されてい

る。 

当該部分は，これを公にすることにより，政府部内における未成熟

な検討内容が明らかとなり，将来の同種の協議に際しての政府部内にお

ける率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあると認められるの

で，法５条５号に該当し，同条３号について判断するまでもなく，不開

示とすることが妥当である。 

 （３）別紙に掲げる部分について 

別紙に掲げる部分については，本件対象文書において既に開示されて

いる部分と同旨の又は当該部分から容易に推測できる内容が記載されて

いると認められる。 

したがって，これを公にしても，米国との信頼関係が損なわれるおそ

れ及び将来の米国との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長

が認めることにつき相当の理由があると認められず，また，今後の政府

部内における率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあると認め

られないことから，法５条３号及び５号に該当せず，開示すべきであ

る。 

なお，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁

から，当該部分は開示することとするとの説明があった。 

３ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，３号及

び５号に該当するとして不開示とした決定については，審査請求人が開示

すべきとし，諮問庁が同条３号及び５号に該当するとしてなお不開示とす

べきとしている部分のうち，別紙に掲げる部分を除く部分は，同条３号及

び５号に該当すると認められるので，不開示とすることは妥当であるが，

別紙に掲げる部分は，同条３号及び５号のいずれにも該当せず，開示すべ

きであると判断した。 
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（第２部会）  

委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙 

 

 文書１３の３枚目１１行目ないし１３行目及び１４行目（１文字目ないし４

文字目）並びに文書１６の１枚目本文７行目（１文字目ないし２３文字目） 


